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 佐賀県告示第 241 号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12

年法律第 57 号）第７条第１項の規定により平成 27 年佐賀県告示第 251 号で指

定した次の土砂災害警戒区域については同条第６項の規定によりこれを解除し、

同法第９条第１項の規定により同告示で指定した次の土砂災害特別警戒区域に

ついては同条第８項の規定によりこれを解除する。 
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次の図のとおり 

 （「次の図」は、省略し、その図面を佐賀県県土整備部河川砂防課及び伊万里

土木事務所に備え置いて縦覧に供する。） 


